
農地集積・集約化等対策事業実施要綱

農林水産事務次官依命通知

制  定 平成 26 年２月６日付け 25 経営第 3139号

最終改正 令和８年１月 19 日付け ７経営第 1915号

第１ 趣旨

現在の我が国の農業構造を見ると、 A

※

E担E Aい手への農地集積は毎年着実に進展し、担い

手の利用面積は農地全体の約６割となっているところですが、農業の生産性を高め、競

争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化を加速し、生産コストを削

減していく必要があります。

このため、本事業により、農地の中間的受け皿となる A

※

E農E A地中間管理機構（以下「機

構」といいます。）による担い手への農地集積と集約化を支援し、農業の競争力強化の

ために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を実現します。

併せて、農地法（昭和 27年法律第 229 号）等に係る手続のデジタル化を加速し、デ

ジタル改革を推進します。

第２ 用語の定義

本事業における各用語（※の部分）の定義は別表１のとおりとします。

第３ 事業の内容

１ 農地中間管理機構事業

  機構を通じた担い手への農地の集積・集約化を促進するために必要となる次の事

業に係る経費について、別記１により補助します。

  ただし、（１）のウ及び（３）に掲げる事業については、農地売買等支援事業実施

要綱（平成 12 年４月１日付け 12 構改Ｂ第 320 号農林水産事務次官依命通知）によ

り補助します。 

（１）農地中間管理機構推進事業

ア 借受農地管理等事業

機構が借り受けた A E農 E

※

A用地等の賃料又は保全管理及び A E新 E

※

A規就農者向けの A E研 E

※

A

修事業に活用する農業用ハウスの設置に要する経費について補助します。 

イ 農地中間管理事業等推進事業

（ア）都道府県推進事業

A E農 E

※

A地中間管理事業の推進のため都道府県が行う事業推進活動及び指導監

督等の事業について補助します。 
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（イ）農地中間管理機構運営事業

機構の運営及び業務委託等に必要な経費について補助します。

（ウ）企業リスト作成・セミナー開催事業（平成 25 年度補正予算事業）

都道府県が企業の農業参入を促進するために行う企業リストの作成及び企

業参入セミナーの開催等に必要な経費について補助します。 

ウ 農地売買等支援事業

機構が規模縮小農家等から農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号。

以下「基盤強化法」といいます。）第４条第１項に規定する農用地等を買い入れ

て、認定農業者等へ売り渡し又は貸し付ける事業等（以下「農地売買等事業」と

いいます。）について補助します。 

エ 遊休農地解消対策事業

担い手への農地集積・集約化を促進するため機構又は市町村が行う、機構自ら

が借り受けた遊
※

休農地又は借り受けることが確実と認められる遊休農地に対す

る簡易な整備に要する経費について補助します。 

（２）企業参入促進事業

企業の農業参入を促進するためのフェアの開催等に要する経費について補助し

ます。

（３）支援法人事業

支援法人（基盤強化法第 11 条の２第１項の規定による指定を受けた法人をいい

ます。）が、金融機関から機構及び旧農地保有合理化法人が行う（１）のウの事業

を実施するための資金の調達に要する経費及び農地売買等事業の推進に要する経

費について補助します。 

２ 機構集積協力金交付事業

担い手への農地の集積・集約化を加速するため、機構を通じた農地の集積・集約化

等を促進するために必要となる次の事業に係る経費について、別記２により補助し

ます。

（１）地域集積協力金交付事業

地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付け、又は当該貸付けと一体的に行

われる機構を通じた 農
※

作業委託により、農地の集積・集約化に取り組む地域に対

し、協力金を交付します。

（２）集約化奨励金交付事業

地域内の農地について、機構からの転貸又は機構を通じた 農
※

作業受託により、

農地の集約化に取り組む地域に対し、奨励金を交付します。

（３）機構集積協力金推進事業

都道府県及び市町村が実施する（１）及び（２）の協力金及び奨励金の交付に要

する経費を補助します。
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３ 機構集積協力金交付緊急対策事業

地
※

域計画の策定により地域の農地利用の将来像の実現に向けた取組が加速する機

を捉え、機構を通じた農地の集積・集約化等を加速化するために必要となる次の事業

に係る経費について、別記２により補助します。

（１）地域集積協力金交付事業

地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付け、又は当該貸付けと一体的に行

われる機構を通じた農作業委託により、農地の集積・集約化に取り組む地域に対

し、協力金を交付します。

（２）集約化奨励金交付事業

地域内の農地について、機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農

地の集約化に取り組む地域に対し、奨励金を交付します。

４ 農地集約化促進事業

  地域計画の早期実現及び地域計画のブラッシュアップの取組の促進に向け、機構

を通じた農地の集約化等の取組を加速化するために必要となる経費について、別記

２により補助します。

（１）農地集約化促進事業

地域内の農地について、機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、大

規模な団地化、誘致団地の創出等を含む農地の集約化に取り組む地域に対し支援

金を交付します。

（２）農地集約化促進支援事業

都道府県及び市町村が実施する（１）の支援金の交付に要する経費を補助しま

す。

５ 機構集積支援事業

 機構が担い手への農地の集積・集約化を促進するに当たって、農業委員会（農業委

員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第３条第１項ただし書又は第５項の規

定により、農業委員会が置かれていない市町村にあっては市町村。以下「農業委員会

等」といいます。）が関連する業務を適切に実施できるよう、次の事業に係る経費に

ついて、別記３により交付します。

（１）農地法等に基づく事務の適正実施のための支援事業

農地法等に基づき農業委員会等が行う事務（農地等の利用関係の調整、農地の利

用状況調査、所有者等の利用意向調査、農地台帳の整備及び所有者不明農地の権利

関係調査等）に要する経費について交付金を交付します。

（２）農地の有効利用を図るための支援事業

優良農地を確保し、農地の有効利用を図るため、農業委員会等が行う農業委員等

の資質向上のための活動等に要する経費について交付金を交付します。

（３）広域的な農地利用調整活動等への支援事業

3



 農業委員会等の事務の効率的かつ効果的な実施に資するため、
※

都道府県農業委員

会ネットワーク機構が行う農業委員会等に対する支援、農地に関する情報の整理及

び提供等に要する経費について交付金を交付します。 
（４）全国的な農地利用調整活動等への支援事業 

 農業委員会等及び都道府県農業委員会ネットワーク機構の事務の効率的かつ効

果的な実施に資するため、
※

全国農業委員会ネットワーク機構が行う次の事業に要す

る経費について補助します。 
ア 情報収集・分析事業 
 農業委員会等及び都道府県農業委員会ネットワーク機構の活動等に必要な情

報を収集・分析するために必要な経費について補助します。 
イ 情報提供・指導事業 
 農業委員会等及び都道府県農業委員会ネットワーク機構の職員等を対象とし

た研修会の開催、研修教材の作成、取組状況の点検等に必要な経費について補助

します。 
（５）農業委員会サポートシステム管理事業 

 担い手への農地の集積・集約化を促進するため、全国農業委員会ネットワーク機

構が行う次の事業に要する経費について補助します。 
ア 農業委員会等及び都道府県農業委員会ネットワーク機構との調整、研修会の実

施、農地に関する相談対応等に要する経費 
イ 農業委員会サポートシステムの保守・運用の取組に要する経費 
ウ 農業委員会サポートシステムを活用して行われる、農地法施行規則（昭和 27

年農林省令第 79 号）第 102 条に基づく農地台帳と住民基本台帳及び固定資産課

税台帳との照合作業に対する支援に要する経費 
 
第４ 事業の仕組み 

１ 都道府県基金事業 
（１）第３の１の（１）のア及びイ、２、３並びに４の事業については、事業実施年度

までに国から都道府県に対して交付された補助金により造成された事業資金を取

り崩して実施する場合に限り、都道府県基金事業として実施することができます。 
（２）都道府県は、事業実施主体からの申請に基づき、事業資金から本事業に要する経

費を事業実施主体に補助します。 
 

２ 農地中間管理機構事業に係る農地中間管理機構推進事業のうち借受農地管理等事

業及び農地中間管理事業等推進事業、遊休農地解消対策事業並びに機構集積協力金

交付事業 
 （１）第３の１の（１）のア、イ及びエ並びに２の事業については、次により補助事業

として実施します。 
    ただし、１により都道府県基金事業として実施するものは除きます。 
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（２）第１の趣旨を踏まえ、（１）の事業に必要な経費について、都道府県に対して補

助金を交付します。 
（３）都道府県は、事業実施主体からの申請に基づき、本事業に要する経費を事業実施

主体に補助します。 
 
３ 企業参入促進事業 
（１）第３の１の（２）の事業は、次により実施します。 
（２）第１の趣旨を踏まえ、（１）の事業に必要な経費について、農林水産省経営局長

（以下「経営局長」といいます。）が別に定める公募要領に基づき応募した者から

選定された団体（以下「参入促進団体」といいます。）に対して補助金を交付しま

す。 
（３）参入促進団体は、経営局長への申請に基づき、本事業を実施します。 

 
４ 機構集積支援事業 
（１）第３の５の事業は、次により実施します。 
（２）第１の趣旨を踏まえ、（１）の事業に必要な経費について、都道府県及び全国農

業委員会ネットワーク機構に対して補助金を交付します。 
（３）都道府県は、事業実施主体からの申請に基づき、本事業に要する経費を事業実施

主体に補助します。 
（４）全国農業委員会ネットワーク機構は、経営局長への申請に基づき、本事業を実施

します。 
 
第５ 事業実施主体 

１ 農地中間管理機構事業 
（１）農地中間管理機構推進事業 

   ア 借受農地管理等事業 

     本事業の事業実施主体は、機構とします。 

   イ 農地中間管理事業等推進事業 

（ア）都道府県推進事業及び企業リスト作成・セミナー開催事業の事業実施主体

は、都道府県とします。 

（イ）農地中間管理機構運営事業の事業実施主体は、機構とします。 

   ウ 遊休農地解消対策事業 

     本事業の事業実施主体は、機構又は市町村とします。 

（２）企業参入促進事業 
 本事業の事業実施主体は、参入促進団体とします。 

 
２ 機構集積協力金交付事業  
（１）地域集積協力金交付事業及び集約化奨励金交付事業 

 本事業の事業実施主体は、市町村とします。 
（２）機構集積協力金推進事業 
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本事業の事業実施主体は、都道府県及び市町村とします。 
 

３ 機構集積協力金交付緊急対策事業 
本事業の実施主体は、市町村とします。 
 

４ 農地集約化促進事業 
（１）農地集約化促進事業 
   本事業の事業実施主体は、市町村とします。 
（２）農地集約化促進支援事業 
   本事業の事業実施主体は、都道府県及び市町村とします。 

 
５ 機構集積支援事業 
（１）農地法に基づく事務の適正実施のための支援事業 

本事業の事業実施主体は、農業委員会等とします。 
（２）農地の有効利用を図るための支援事業 

本事業の事業実施主体は、農業委員会等とします。 
（３）広域的な農地利用調整活動等への支援事業 

 本事業の事業実施主体は、都道府県農業委員会ネットワーク機構とします。 
（４）全国的な農地利用調整活動等への支援事業 

 本事業の事業実施主体は、全国農業委員会ネットワーク機構とします。 
（５）農業委員会サポートシステム管理事業 

 本事業の事業実施主体は、全国農業委員会ネットワーク機構とします。 
 
第６ 都道府県基金事業の実施等 

１ 都道府県基金事業の実施に当たっての条件 
都道府県基金事業の実施に当たっては、別紙の条件が付されるものとします。 

 
２ 事業資金の管理 
（１）都道府県は、事業資金の設置目的、管理、運用益の処理、処分等について、条例

において定めることとします。 
（２）都道府県は、造成した事業資金については、その造成後において、事業資金間で

流用をしてはならないものとします。 
  ただし、次に掲げる流用については、この限りではありません。 
ア 第３の２、３及び４の事業資金相互間の流用 
イ ア以外の流用（第３の１の事業の事業資金相互間並びに第３の１、２、３及び

４の事業間の流用に限る。）であって、第６の３の（３）のイにより申請し、第

６の３の（４）の承認を受けた場合 
（３）都道府県は、都道府県基金事業に係る事業資金ごとに次の勘定科目により他の業

務に係る資金と区別して経理するものとします。 
ア 農地中間管理機構事業に係る事業資金は、「農地中間管理機構事業勘定」 
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イ 機構集積協力金交付事業及び機構集積協力金交付緊急対策事業に係る事業資

金は、「機構集積協力金交付事業勘定」 
ウ 農地集約化促進事業に係る事業資金は、「農地集約化促進事業勘定」 

（４）都道府県は、各事業資金を次の方法により運用するものとします。 
ア 金融機関への預金 
イ 国債及び地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得等 
ウ 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託（元本保証のあるものに限り

ます。） 
（５）都道府県は、事業資金の運用収入及び事業資金の取崩しによる収入については、

事業資金ごとに事業実施に要する経費にそれぞれ充当するものとし、他の費用に

充当してはならないものとします。 
（６）都道府県は、第５の１、２、３及び４の事業実施主体から本事業に要する経費の

返還があった場合は、これを各事業資金に繰り入れるものとします。 
 

３ 都道府県基金事業計画の作成及び承認手続等 
（１）農地中間管理機構事業 

 機構が、第５の１の事業実施主体として事業を実施する場合は、機構の長は、農

地中間管理機構事業（年度別）実施計画（別紙様式第１号。以下「機構計画」とい

います。）を添付して、別紙様式第２号により都道府県知事へ承認の申請をしてく

ださい。 
（２）機構集積協力金交付事業、機構集積協力金交付緊急対策事業及び農地集約化促進

事業 
 市町村が、第５の２、３又は４の事業実施主体として機構集積協力金交付事業、

機構集積協力金交付緊急対策事業又は農地集約化促進事業（以下「機構集積協力金

交付事業等」といいます。）を実施する場合は、市町村長は、市町村機構集積協力

金交付事業等（年度別）実施計画（別紙様式第３号。以下「市町村計画」といいま

す。）を作成し、別紙様式第２号により、都道府県知事へ承認の申請をしてくださ

い。 
（３）都道府県事業 

ア 都道府県知事は、機構計画及び市町村計画（以下「機構計画等」といいます。）

の内容について、必要な調整を行った上で、それぞれの計画の内容が本実施要綱

等に照らして適当と判断する場合は、都道府県（年度別）事業実施計画（別紙様

式第４－１号。以下「都道府県計画」といいます。）を作成し、別紙様式第２号

により、地方農政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内閣府沖

縄総合事務局長。以下「地方農政局長等」といいます。）へ承認の申請をしてく

ださい。特に、機構集積協力金交付事業等の実施に当たっては、機構計画と市町

村計画との整合について、留意してください。 
イ 都道府県知事は、第６の２の（２）のイの流用を行おうとする場合には、別紙

様式第４－１号に都道府県基金の事業資金活用計画書（別紙様式第４－２号）を

添付して地方農政局長等へ承認の申請をしてください。 
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（４）地方農政局長等は、（３）により提出された都道府県計画の内容を審査し、その

内容が適当と認められる場合は、当該計画を承認するとともに、その結果を都道府

県知事に通知するものとします。 
（５）都道府県知事は、（４）によりその内容が適当と認められる旨の通知を受けたと

きは、速やかに、機構の長、市町村長及び農業委員会会長（以下「機構の長等」と

いいます。）に対して、機構計画等をそれぞれ承認した旨の通知を行ってください。 
（６）機構計画等、都道府県計画及び都道府県基金の事業資金活用計画について、以下

の変更が生じた場合、（１）から（５）までの手続を準用してください。  
ア 事業実施主体の変更 
イ 第３の１、２、３及び４の事業ごとに事業費又は国庫補助金の３割を超える増

減 
ウ 第３の１、２、３及び４に掲げる事業の中止又は新規の実施 
エ 第６の２の（２）のイの流用額の増加 

 
 ４ 都道府県基金の決算報告 

 都道府県知事は、事業資金造成後の毎年３月 31 日現在において事業資金決算報告

書（別紙様式第５号。以下「決算報告書」といいます。）を作成し、６月 15 日まで

に地方農政局長等へ報告してください。ただし、年度を通じて事業資金が無い場合は

この限りではありません。 
 

５ 都道府県基金事業の完了報告 
（１）機構の長は、毎年度、３の（１）の事業が完了したときは、農地中間管理機構事

業（年度別）完了報告書（別紙様式第１号。以下「機構事業完了報告書」といいま

す。）を作成し、都道府県知事へ報告してください。 
（２）市町村長は、毎年度、３の（２）の事業が完了したときは、市町村機構集積協力

金交付事業（年度別）完了報告書（別紙様式第３号。以下「市町村事業完了報告書」

といいます。）を作成し、都道府県知事へ報告してください。 
（３）都道府県知事は、（１）及び（２）により提出された事業完了報告書を取りまと

めた上で、都道府県事業完了報告書（別紙様式第４－１号）を作成し、別紙様式第

６号により都道府県基金事業を完了した日から１か月を経過した日又は翌年度の

４月 10 日のいずれか早い日（地方公共団体に対し補助金の全額が概算払により交

付された場合は翌年度の６月 10 日）までに地方農政局長等へ報告してください。 
 なお、第６の２の（２）のイの流用を行った場合は、別紙様式第４－１号に都道

府県基金の事業資金活用完了報告書（別紙様式第４－２号）を添付してください。 
 

６ 都道府県基金事業の中止又は廃止 
（１）都道府県基金事業に係る事業資金の廃止時期は、令和 13 年度とします。ただし、

国の補助金等以外により造成された分については、この限りではありません。 
（２）都道府県は、都道府県基金事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ

地方農政局長等の承認を受けてください。 
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（３）地方農政局長等は、（２）の承認をする場合、必要に応じて条件を付すことがで

きることとします。 
 
７ 都道府県基金事業の事故の報告 

都道府県は、都道府県基金事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに地

方農政局長等に報告し、その指示を受けてください。 
 

８ 都道府県基金事業の終了等 
（１）地方農政局長等は、次に掲げる場合には、都道府県基金事業について終了又は変

更を命ずることができることとします。 
ア 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法

律第 179 号。以下「補助金適正化法」といいます。）、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「補助金適正化

法施行令」といいます。）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農

林省令第 18 号。以下「交付規則」といいます。）、本実施要綱若しくは農地集

積・集約化等対策事業費補助金交付要綱（平成 26 年２月６日付け 25 経営第 3140

号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」といいます。）又はこれらに基

づく地方農政局長等の処分若しくは指示に違反した場合 
イ 都道府県が、事業資金を都道府県基金事業以外の用途に使用した場合 
ウ 都道府県が、事業資金の管理等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした

場合 
エ 事業資金の全部又は一部の造成を継続する必要がなくなった場合 

（２）地方農政局長等は、（１）の終了又は変更を命じた場合において、事業資金から

支出した金額に相当する金額について、期限を付して事業資金に充当することを

命ずることができることとします。 
ただし、地方農政局長等がやむを得ない事情があると認めるときの取扱いは補

助金適正化法第 18 条第３項に準じるものとします。 
（３）（２）の期限内に事業資金に充当がされない場合には、地方農政局長等は、未納

に係る額について、都道府県知事にその未納に係る期間に応じて年利３．０％の割

合で計算した延滞金の事業資金への充当を併せて命ずるものとします。 
 
第７ 農地中間管理機構事業に係る農地中間管理機構推進事業のうち借受農地管理等事

業及び農地中間管理事業等推進事業並びに機構集積協力金交付事業のうち地域集積

協力金交付事業、集約化奨励金交付事業及び機構集積協力金推進事業 

   第４の２により補助事業として実施する場合（補助事業と都道府県基金事業を同

時に実施する場合を含みます。）の借受農地管理等事業、農地中間管理事業等推進事

業、地域集積協力金交付事業、集約化奨励金交付事業及び機構集積協力金推進事業（以

下「借受農地管理等事業等」といいます。）に係る事業計画の作成及び承認等の手続

については、次のとおりとします。 
 １ 事業計画の作成と承認手続等 
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   借受農地管理等事業等の実施に係る機構計画、市町村計画及び都道府県計画の作

成、承認申請及び承認並びに計画変更の手続については、第６の３の手続に準じて行

うこととします。なお、都道府県計画の承認申請については、交付要綱第４の規定に

よる交付申請書に添付することとし、その際は、交付要綱第６の規定による地方農政

局長等からの交付決定通知をもって、承認があったものとみなします。 
ただし、やむを得ない事情により、第 14 の１のただし書きによる交付決定前着手

届を提出する場合は、交付申請書の提出より前に、地方農政局長等へ承認の申請をし

てください。 
 
２ 事業の完了報告 

借受農地管理等事業等の完了報告に係る手続については、第６の５の手続に準じて

行うこととします。なお、都道府県事業完了報告書については、交付要綱第 14 の規

定による実績報告書に添付することにより、報告するものとします。 
 

３ 事業の中止又は廃止 
借受農地管理等事業等の中止又は廃止に係る手続については、第６の６の手続に

準じて行うこととします。 
 
第８ 農地中間管理機構事業に係る農地中間管理機構推進事業のうち遊休農地解消対策

事業 

１ 事業実施計画の作成と承認手続等 
（１）事業実施主体は、遊休農地解消対策事業実施計画（別紙様式第７号。以下「解消

計画」といいます。）を作成し、別紙様式第２号により都道府県知事へ承認の申請

をしてください。 
（２）都道府県知事は、解消計画の内容について、関係機関と必要な調整を行った上で、

計画の内容が本実施要綱等に照らして適当と判断する場合は、都道府県計画を作

成し、別紙様式第２号により、地方農政局長等へ承認の申請をしてください。なお、

都道府県計画の承認申請については、交付要綱第４の規定による交付申請書に添

付することとし、その際は、交付要綱第６の規定による地方農政局長等からの交付

決定通知をもって、承認があったものとみなします。 
ただし、やむを得ない事情により、第14の１のただし書きによる交付決定前着手

届を提出する場合は、交付申請書の提出より前に、地方農政局長等へ承認の申請を

してください。 
 

２ 事業の完了報告 
（１）事業実施主体は、毎年度、遊休農地解消対策事業が完了したときは、遊休農地解

消対策事業完了報告書（別紙様式第７号。以下「解消事業完了報告書」といいます。）

を作成し、都道府県知事へ報告してください。 
（２）都道府県知事は、提出された解消事業完了報告書を取りまとめた上で、都道府県

事業完了報告書（別紙様式第４－１号）を作成し、交付要綱第14の規定による実績
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報告書に添付することにより、地方農政局長等に提出してください。 
 
第９ 企業参入促進事業 

１ 事業実施計画の作成と承認手続等 
（１）参入促進団体は、企業参入促進事業実施計画（別紙様式第８号。以下「参入促進

計画」といいます。）を作成し、交付要綱第４の規定による交付申請書に添付して

ください。なお、その際は、交付要綱第６の規定による農林水産大臣からの交付決

定通知をもって、承認があったものとみなします。 
（２）参入促進団体は、参入促進計画に交付要綱第９の規定による変更が生じた場合

は、同規定による変更等承認申請書に変更後の参入促進計画を添付してください。

なお、その際は、交付要綱第９の規定による農林水産大臣からの変更等承認通知を

もって、承認があったものとみなします。 
 
２ 事業の完了報告 

 参入促進団体は、企業参入促進事業が完了したときは、企業参入促進事業完了報告

書（別紙様式第８号。以下「参入促進事業完了報告書」といいます。）を作成し、交

付要綱第 14 の規定による実績報告書に添付することにより、経営局長へ報告してく

ださい。 
 
第 10 機構集積支援事業 

１ 事業実施計画の作成・承認の手続 
（１）農業委員会等が、第５の５の（１）及び（２）の事業実施主体として事業を実施

する場合は、農業委員会会長等は、機構集積支援事業実施計画（別紙様式第９号。

以下「農業委員会等事業計画」といいます。）を作成し、都道府県知事へ提出して

ください。 
（２）都道府県農業委員会ネットワーク機構が、第５の５の（３）の事業実施主体とし

て事業を行う場合は、都道府県農業委員会ネットワーク機構の長は、機構集積支援

事業実施計画（別紙様式第９号。以下「都道府県ネットワーク機構事業計画」とい

います。）を作成し、交付申請時に添付してください。 
（３）都道府県知事は、農業委員会等事業計画及び都道府県ネットワーク機構事業計画

について必要な調整を行った上で、計画内容が本実施要綱等に照らして適当と判

断する場合は、都道府県機構集積支援事業実施計画（別紙様式第 10 号。以下「都

道府県支援計画」といいます。）を作成し、農業委員会等事業計画及び都道府県ネ

ットワーク機構事業計画を農地集積・集約化等対策推進交付金交付要綱（以下「推

進交付要綱」といいます。）第４の規定による交付申請書に添付してください。な

お、その際は、推進交付要綱第６に基づく地方農政局長等からの交付決定通知をも

って、都道府県支援計画の承認があったものとみなします。 
   ただし、やむを得ない事情により、第 14 の１のただし書きによる交付決定前着

手届を提出する場合は、交付申請書の提出より前に、地方農政局長等へ承認の申請

をしてください。 
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（４）地方農政局長等は、（３）のただし書により提出された都道府県支援計画の内容

を審査し、その内容が適当であり、かつ、事業実施主体が別記３の第３に規定する

要件を満たすと認められる場合は、当該計画を承認するとともに、その結果を都道

府県知事に通知するものとします。 
（５）都道府県知事は、（４）によりその内容が適当と認められる旨の通知を受けたと

きは、速やかに、農業委員会会長等及び都道府県農業委員会ネットワーク機構の長

に対して、その旨の通知を行ってください。 
（６）農業委員会等事業計画、都道府県ネットワーク機構事業計画又は都道府県支援計

画について、推進交付要綱第８に定める変更が生じた場合は、（１）から（３）ま

での手続に準じて、地方農政局長等の承認を受けてください。なお、都道府県支援

計画については、推進交付要綱第８の規定による変更等承認申請書に添付するこ

ととし、その際は同規定による変更等承認通知をもって、承認があったものとみな

します。 
（７）全国農業委員会ネットワーク機構が、第５の５の（４）の事業実施主体として事

業を行う場合は、全国農業委員会ネットワーク機構の長は、機構集積支援事業実施

計画（別紙様式第 11 号。以下「全国ネットワーク機構事業計画」といいます。）

を作成し、交付要綱第４に基づく交付申請時に添付してください。なお、その際は、

交付要綱第６に基づく農林水産大臣からの交付決定通知をもって、承認があった

ものとみなします。 
   ただし、やむを得ない事情により、第 14 の１のただし書きによる交付決定前着

手届を提出する場合は、交付申請書の提出より前に、経営局長へ承認の申請をして

ください。 
（８）経営局長は、（７）のただし書により提出された全国ネットワーク機構事業計画

を審査し、その内容が適当と認められる場合は、当該計画を承認するとともに、そ

の結果を全国農業委員会ネットワーク機構の長に通知します。 
（９）全国ネットワーク機構事業計画について、交付要綱第９に定める変更が生じた場

合は、交付要綱第９の規定による変更等承認申請書に変更後の全国ネットワーク

機構事業計画を添付してください。なお、その際は、交付要綱第９の規定による農

林水産大臣からの変更等承認通知をもって、承認があったものとみなします。 
（10）全国農業委員会ネットワーク機構が、第５の５の（５）の事業実施主体として事

業を行う場合は、全国農業委員会ネットワーク機構の長は、機構集積支援事業実施

計画（別紙様式第 12 号。以下「システム管理事業計画」といいます。）を作成し、

交付要綱第４に基づく交付申請書に添付してください。なお、その際は、交付要綱

第６に基づく農林水産大臣からの交付決定通知をもって、承認があったものとみな

します。 

ただし、やむを得ない事情により、第 14 の１のただし書きによる交付決定前着

手届を提出する場合は、交付申請書の提出より前に、経営局長へ承認の申請をして

ください。 
 （11）経営局長は、（10）のただし書きにより提出されたシステム管理事業計画を審査

し、その内容が適当と認められる場合は、当該計画を承認するとともに、その結果
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を全国農業委員会ネットワーク機構の長に通知します。 
（12）システム管理事業計画について、交付要綱第９に定める変更が生じた場合は、同

規定による変更等承認申請書に変更後のシステム管理事業計画を添付してくださ

い。なお、その際は、交付要綱第９の規定による農林水産大臣からの変更等承認通

知をもって、承認があったものとみなします。 
 
２ 機構集積支援事業の事業完了報告 
（１）農業委員会会長等は、毎年度、１の（１）の事業が完了したときは、機構集積支

援事業完了報告書（別紙様式第９号。以下「農業委員会等事業完了報告書」といい

ます。）を作成し、都道府県知事へ報告してください。 
（２）都道府県農業委員会ネットワーク機構の長は、毎年度、１の（２）の事業が完了

したときは、機構集積支援事業完了報告書（別紙様式第９号。以下「都道府県ネッ

トワーク機構事業完了報告書」といいます。）を作成し、都道府県知事へ報告して

ください。 
（３）都道府県知事は、（１）及び（２）により提出された事業完了報告書を取りまと

めた上で、都道府県機構集積支援事業完了報告書（別紙様式第 10 号。以下「都道

府県支援事業完了報告書」といいます。）を作成し、推進交付要綱第 13 に基づく

実績報告書に添付することにより、地方農政局長等に提出してください。 
（４）全国農業委員会ネットワーク機構の長は、毎年度、１の（７）の事業が完了した

ときは、機構集積支援事業完了報告書（別紙様式第 11 号。以下「全国ネットワー

ク機構事業完了報告書」といいます。）を作成し、交付要綱第 14 に基づく実績報

告書に添付することにより、経営局長に提出してください。 
（５）全国農業委員会ネットワーク機構の長は、毎年度、１の（10）の事業が完了した

ときは、機構集積支援事業完了報告書（別紙様式第 12 号。以下「システム管理事

業完了報告書」といいます。）を作成し、交付要綱第 14 に基づく実績報告書に添

付することにより、経営局長に提出してください。 
 
第 11 国及び都道府県等による補助等 

１ 国の補助等 
 国は、予算の範囲内において、本事業の実施に必要な経費（別表２に掲げるものに

限ります。）を対象として、都道府県、機構、全国農業委員会ネットワーク機構及び

参入促進団体に対して補助金等を交付します。 
 

２ 都道府県の補助等 
（１）都道府県基金事業、借受農地管理等事業等及び遊休農地解消対策事業 

   ア 都道府県は、第４の１及び２で定める都道府県基金事業、補助事業として実施

する借受農地管理等事業等及び遊休農地解消対策事業（以下「都道府県基金事業

等」といいます。）について、事業実施主体からの申請に基づき、交付された補

助金によって造成した事業資金又は交付された補助金を財源として補助を行い

ます。 
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イ 都道府県基金事業等の事業実施主体は、都道府県が定めるところにより、本事

業の実施に必要な経費（別表２に掲げるものに限ります。）について、都道府県

に対して交付の申請をしてください。 
ウ 都道府県は、アの補助金の交付に当たっては、第６の３の（３）の都道府県計

画に記載された事業実施年度内に完了してください。 
（２）機構集積支援事業 

ア 都道府県は、第４の４で定める機構集積支援事業について、事業実施主体から

の申請に基づき、交付された交付金を財源として交付を行います。 
イ 機構集積支援事業の事業実施主体は、都道府県が定めるところにより、本事業

の実施に必要な経費（別表２に掲げるものに限ります。）について、都道府県に

対して交付の申請をしてください。 
ウ 都道府県は、アの交付金の交付に当たっては、第 10 の１の（３）の都道府県

支援計画に記載された事業実施年度内に完了してください。 
 
第 12 補助金等の返還等 

１ 国は、本事業の実施に当たり、本要綱に定める要件を満たさないことが判明した場

合、事業資金を本事業の実施に要する経費以外に使用した場合、事業を実施していな

かった場合及び決算報告書、都道府県事業完了報告書、都道府県基金の事業資金活用

完了報告書、機構事業完了報告書、市町村事業完了報告書、解消事業完了報告書、参

入促進事業完了報告書、農業委員会等事業完了報告書、都道府県ネットワーク機構事

業完了報告書、都道府県支援事業完了報告書、全国ネットワーク機構事業完了報告書

若しくはシステム管理事業完了報告書の内容に虚偽があった場合又は全ての事業が

完了した時点において事業資金に残余がある場合には、都道府県、全国農業委員会ネ

ットワーク機構又は参入促進団体に対し、補助金等を返還させる措置を講ずるもの

とします。 
 

２ 都道府県は、国から１に基づき補助金等の返還命令があった場合は、都道府県基金

事業等又は機構集積支援事業の事業実施主体に対し、補助金等を返還させる措置を

講ずるものとします。 
 
３ 都道府県基金事業等又は機構集積支援事業の終了後において、事業実施主体から

補助金等の返還があった場合には、都道府県は、これを国に納付してください。 
 
４ 国は、都道府県基金事業を適切かつ効率的に実施するため、都道府県に対し、「補

助金等により造成した基金等に関する基準（平成 18 年８月 15 日閣議決定）」に基づ

き、本事業に関して必要な報告を求め、又は指導監督を行うほか以下に掲げる場合に

は、都道府県に当該残額を納付させることがあります。 
（１）事業資金の額が基金事業の実施状況等に照らして過大であると認められる場合 
（２）第６の６の（１）に定めた基金事業又は事業資金の廃止時期が到来した場合 
（３）使用見込みの低い事業資金があると認められる場合 
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第 13 証拠書類の保管 
  都道府県、都道府県基金事業等及び機構集積支援事業の事業実施主体並びに参入促

進団体は、機構計画、都道府県計画、都道府県基金の事業資金活用計画、市町村計画、

解消計画、参入促進計画、農業委員会等事業計画、都道府県ネットワーク機構事業計画、

都道府県支援計画、全国ネットワーク機構事業計画、システム管理事業計画、決算報告

書、都道府県事業完了報告書、都道府県基金の事業資金活用完了報告書、機構事業完了

報告書、市町村事業完了報告書、解消事業完了報告書、参入促進事業完了報告書、農業

委員会等事業完了報告書、都道府県ネットワーク機構事業完了報告書、都道府県支援事

業完了報告書、全国ネットワーク機構事業完了報告書、システム管理事業完了報告書等

の補助金等の交付に関する証拠書類及び経理書類については、第６の８の（１）による

都道府県基金事業の終了の年度又は第３の１から５までの事業の終了の年度の翌年度

から起算して５年間（第３の２、３及び４の事業に関連するものは 10 年間）保存して

ください。必要な場合には、これらの書類の確認をさせていただくことがあります。 
なお、これらの書類の整備及び保管については、電磁的記録によることができます。 

 
第 14 事業の着手 

１ 事業の実施については、補助金適正化法第６条第１項の交付の決定（以下「交付決

定」といいます。）後に着手するものとします。 
 ただし、第３の１から５までの事業において地域の実情に応じた事業の円滑な実

施を図る上で、交付決定前に着手する必要がある場合にあっては、都道府県、参入促

進団体及び全国農業委員会ネットワーク機構（以下「都道府県等」といいます。）は、

本事業の内容が的確となり、かつ、補助金等の交付が確実となってから、あらかじめ

地方農政局長等の適正な指導・助言を受けた上で、理由を明記した交付決定前着手届

（別紙様式第 13 号）を地方農政局長等に提出することとします。なお、第３の５の

（５）のイの事業については、事業実施年度の４月１日から着手するものとします

が、交付決定前着手届の提出は不要とします。 
 
 ２ １のただし書により交付決定前に事業に着手する場合、都道府県等は、交付決定ま

でのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上行ってください。 
   また、この場合、都道府県等は、交付要綱第４及び推進交付要綱第４の規定による

申請書の提出に当たっては、申請書の備考欄に着手年月日及び交付決定前着手届の

文書番号を記載してください。 
 

３ 地方農政局長等は、都道府県等に対し、事業着手後においても、必要な指導を十分

に行うことにより、事業が適正に行われるようにします。 
 
第 15 関係施策との連携 

都道府県、都道府県基金事業等及び機構集積支援事業の事業実施主体は、都道府県基

金事業等又は機構集積支援事業を実施するに当たり、地域計画の策定支援等並びに経

15



営所得安定対策等実施要綱（平成 23 年４月１日付け 22 経営第 7133 号農林水産事務次

官依命通知）、中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱（平成 29 年３月 31 日付け 28

農振第 2275 号農林水産事務次官依命通知）及び中山間地域等直接支払交付金実施要領

（平成 12 年４月１日付け 12 構改Ｂ第 38 号農林水産事務次官依命通知）に係る取組と

連携しながら推進するよう努めてください。 
 
第 16 関係機関との連携 

都道府県及び事業実施主体は、本事業を実施するに当たり、関係機関と密接に連携

し、本事業を地域の実情に即して効果的に推進するよう努めてください。 
 
第 17 報告及び検査 

 国は、本事業が適正かつ適切に実施されたかどうかを確認するため、都道府県、機構、

市町村、農業委員会、都道府県農業委員会ネットワーク機構、全国農業委員会ネットワ

ーク機構、参入促進団体及び協力金の交付を受けた地域に対し、必要な事項の報告を求

めたり、現地への立入調査を行うことができるものとします。 
 
第 18 その他の留意事項 

本事業の具体的実施に関し、本実施要綱の解釈等について確認すべき事項がある場

合は、農林水産省経営局農地政策課に文書で照会し、文書で回答を求めることができま

す。 
 

附 則（平成 26 年２月６日付け 25 経営第 3139 号） 
この通知は、平成 26 年２月６日から施行します。 

 
      附 則（平成 26 年３月 31 日付け 25 経営第 3139 号-1） 

１ この通知は、平成 26 年４月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱（以下「25 年度補正

要綱」といいます。）の規定に基づき、平成 25 年度までに実施した事業（25 年度補

正要綱第 11 の２に基づき交付決定前に着手していたものを含みます。）の取扱いに

ついては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（平成 27 年４月９日付け 26 経営第 3247 号） 
１ この通知は、平成 27 年４月９日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき、平成

26 年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。

ただし、第６の３の（２）、第６の４の（４）のイ及び（７）のエ、第６の５の（３）、

第６の６の（４）及び第９の５の（３）については、この限りではありません。 
 

附 則（平成 28 年３月 30 日付け 27 経営第 3252 号） 
１ この通知は、平成 28 年４月１日から施行します。 
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２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき、平成

27 年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。

ただし、平成 27 年度までに造成した第４の１の都道府県基金事業に係る資金により

平成 28 年度以降に実施する事業の取扱いは、この限りではありません。 
３ 全国農業会議所事業実施要領（平成 24 年４月６日付け 23 経営第 3426 号農林水産

事務次官依命通知）は廃止します。この場合において、当該通知によって平成 27 年

度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（平成 28 年 10 月 11 日付け 28 経営第 1632 号） 
 この通知は、平成 28 年 10 月 11 日から施行します。 

 
附 則（平成 29 年３月 28 日付け 28 経営第 3196 号） 

１ この通知は、平成 29 年４月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき、平成

28 年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（平成 29 年４月 24 日付け 29 経営第 161 号） 
 １ この通知は、平成 29 年４月 24 日から施行します。 
 ２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき、この

通知の施行前までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものと

します。 
 

附 則（平成 30 年３月 30 日付け 29 経営第 3462 号） 
１ この通知は、平成 30 年４月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき、平成

29 年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（平成 31 年４月１日付け 30 経営第 3200 号、 
平成 31 年４月１日付け 30 農振第 4095 号） 

１ この通知は、平成 31 年４月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき、平成

30 年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（令和元年５月８日付け元経営第２号） 
１ この通知は、令和元年５月８日から施行します。 
２ この通知による改正前の本要綱に基づいて実施された事業については、なお従前の

例によるものとします。 
３ この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式（次項において「旧様式

といいます。）により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるも

のとみなします。 
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４ この通知の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用することができます。 
 

附 則（令和元年 11 月１日付け元経営第 1554 号） 
１ この通知は、令和元年 11 月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の本要綱に基づいて実施された事業については、なお従前の

例によるものとします。 
 

附 則（令和２年３月 31 日付け元経営第 3194 号、 
令和２年３月 31 日付け元農振第 3630 号） 

１ この通知は、令和２年４月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき、令和

元年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（令和３年１月 28 日付け２経営第 2650 号） 
１ この通知は、令和３年１月 28 日から施行します。 
２ この通知による改正前の本要綱に基づき実施した事業については、なお従前の例に

よるものとします。 
３ この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式（次項において「旧様式」

といいます。）により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるも

のとみなします。 
４ この通知の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用することができます。 
 

附 則（令和３年３月 31 日付け２経営第 3347 号、 
令和３年３月 31 日付け２農振第 3815 号） 

１ この通知は、令和３年４月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき、令和

２年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（令和３年 12 月 20 日付け３経営第 2230 号） 
１ この通知は、令和３年 12 月 20 日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化対策事業実施要綱の規定に基づき実施

した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（令和４年３月 28 日付け３経営第 3130 号、 
令和４年３月 28 日付け３農振第 2876 号） 

１ この通知は、令和４年４月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の要綱の規定に基づき実施した事業の取扱いについては、

なお従前の例によるものとします。 
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附 則（令和４年 12 月２日付け４経営第 1978 号） 

１ この通知は、令和４年 12 月２日から施行します。 

２ この通知による改正前の農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき実

施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 
 附 則（令和５年３月 28 日付け４経営第 2925 号、４農振第 3540 号） 
１ この通知は、令和５年４月１日から施行します。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき実

施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
ただし、農地整備・集約協力金交付事業については、この通知による改正前の本要

綱の規定に基づき採択した地区であって、かつ、令和５年度以降も事業を実施する

地区にあっては、農地耕作条件改善事業実施要綱（平成 27 年４月９日付け 26 農振

第 2069 号農林水産事務次官依命通知）の規定に基づき実施するものとします。 
 

附 則（令和５年 11 月 29 日付け５経営第 1718 号） 

１ この通知は、令和５年 11 月 29 日から施行します。 

２ この通知による改正前の農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき実

施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（令和６年３月 29 日付け５経営第 2447 号） 

１ この通知は、令和６年４月１日から施行します。 

２ この通知による改正前の農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき実

施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 

 

附 則（令和６年 12 月 20 日付け６経営第 1693 号） 

１ この通知は、令和６年 12 月 20 日から施行します。 

２ この通知による改正前の農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき実

施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 
 

附 則（令和７年３月 31 日付け６経営第 2241 号） 

１ この通知は、令和７年３月 31 日から施行します。 

２ この通知による改正前の農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき実

施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 

 

 附 則（令和８年１月 19 日付け７経営第 1915 号） 

１ この通知は、令和８年１月 19 日から施行する。 
２ この通知による改正前の農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき実

施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。 
３ この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式（次項において「旧様

19



式」といいます。）により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によ

るものとみなす。 
４ この通知の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 
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